
 

「いしかわプラスチックリサイクル促進モデル事業」の決定ついて 

 

 

本県では、6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間に募集を行った「いしか

わプラスチックリサイクル促進モデル事業」につきまして、下記の 3 者に

決定しました。 

 これら事業者につきましては、プラスチックのマテリアルリサイクルモ

デル事業を行い、県では、翌年度以降、こうした取組を他の団体や企業に

紹介することにより、マテリアルリサイクルの取組の促進を図ります。 

  

記 

事業実施者 
【事業名】 

事業の概要 

一般社団法人 

石川県歯科医師会 

【歯ブラシリサイクルモデル事業】  

・各家庭から出る使用済み歯ブラシを県内歯科診療所で回収し、リサイ

クル工場でペレット化するもの。 

・ペレットは、成形工場にて植木鉢等に加工し、各家庭で再び利用して

もらうことで、マテリアルリサイクルの推進を図る。 

一般社団法人 

石川県繊維協会 

一般社団法人 

石川県産業資源循環協会 

【繊維くず（ナイロン）のリサイクルに向けた回収システム実証事業】  

・複数の繊維企業から排出される繊維くず（ナイロン）を集積所に集約

し、再生事業者へ効率的に運搬することでリサイクルを事業化する。 

・回収物は、ペレット化し、糸やカーペット裏地に加工する。 

ユニベール株式会社 

株式会社ラポート 

【カーテンからカーテンへ 完全循環リサイクル事業 】 

・自社が製造するカーテンの縫製時に出る端材を回収し、ペレット化・

紡糸・製織・染色について加工委託等した後、汎用性のある黒糸を生

産する。 

・製織、染工程を経て再びカーテンを製作するマテリアルリサイクルの

取組を行う。 
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